
 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年小田原市議会９月定例会議案 

（報告第２１号～報告第２５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 ４ 年 ９ 月 １ 日提出 

 

 

 



目        次 

 

報告第２１号 専決処分の報告について…………………………………………………１ 

 

報告第２２号 専決処分の報告について…………………………………………………３ 

 

報告第２３号 専決処分の報告について…………………………………………………４ 

 

報告第２４号 専決処分の報告について…………………………………………………５ 

 

報告第２５号 専決処分の報告について…………………………………………………６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

報告第２１号 

   専決処分の報告について 

 市長の専決処分事項に関する条例（昭和４１年小田原市条例第３４号）の規定により、

次のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２

項の規定により、これを報告する。 

 

  令和 ４ 年 ９ 月 １ 日提出 

 

                   小田原市長 守 屋 輝 彦 
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専  決  処  分  書 

 

 市長の専決処分事項に関する条例（昭和４１年小田原市条例第３４号）の規定により、

次のとおり専決処分する。 

 

小田原市手数料条例及び小田原市建築基準条例の一部を改正する条例 

 （小田原市手数料条例の一部改正） 

第１条 小田原市手数料条例（平成１２年小田原市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

第９条第４２号中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同条第４３号

中「第８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同条第５７号中「第８７条の３

第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同条第５８号中「第８７条の３第６項」

を「第８７条の３第７項」に改める。 

 （小田原市建築基準条例の一部改正） 

第２条 小田原市建築基準条例（平成１５年小田原市条例第３０号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５５条中「第８５条第５項又は第６項」を「第８５条第６項又は第７項」に改め

る。 

附 則 

この条例は、令和４年５月３１日から施行する。 

 

令和 ４ 年 ５ 月２７日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦 

 

（理由） 

建築基準法の一部改正に伴い、同法の条項を引用する規定の整理を行うに当たり、専

決処分するものであります。 



- 3 - 

報告第２２号 

   専決処分の報告について 

 市長の専決処分事項に関する条例（昭和４１年小田原市条例第３４号）の規定により、

次のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２

項の規定により、これを報告する。 

 

  令和 ４ 年 ９ 月 １ 日提出 

 

                   小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

   損害賠償について 

１ 専決処分年月日  令和 ４ 年 ７ 月１４日 

２ 損 害 賠 償 額  別表のとおり（計１３，２００円） 

３ 相 手 方  別表のとおり（計２人） 

４ 概 要  令和２年８月１３日及び同年１０月２０日に小田原駅西口第１

自転車駐車場ほか別表の場所から移動した放置自転車について、

所有者への通知をせずに廃棄処分等を行った。 

別表 

 損害賠償額 相 手 方 移動した日 移動した場所 

１ １，２００円 市内在住者 令和２年８月１３日 
小田原駅西口第１

自転車駐車場 

２ １２，０００円 市内在住者 令和２年１０月２０日 市内 正寺 
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報告第２３号 

   専決処分の報告について 

 市長の専決処分事項に関する条例（昭和４１年小田原市条例第３４号）の規定により、

次のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２

項の規定により、これを報告する。 

 

  令和 ４ 年 ９ 月 １ 日提出 

 

                   小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

   事故賠償について 

１ 専決処分年月日  令和 ４ 年 ７ 月 ８ 日 

２ 損 害 賠 償 額  ３７１，１４０円 

３ 相 手 方  市内在住者 

４ 事 故 の 概 要  令和４年１月２１日午前８時４５分頃、久野４３６２番地７地

先の丁字路において、農政課職員の運転する公用車が左折しよう

としたところ、右側から直進してきた相手方車両の左側面に接触

し、これを破損させた。 
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報告第２４号 

   専決処分の報告について 

 市長の専決処分事項に関する条例（昭和４１年小田原市条例第３４号）の規定により、

次のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２

項の規定により、これを報告する。 

 

  令和 ４ 年 ９ 月 １ 日提出 

 

                   小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

   事故賠償について 

１ 専決処分年月日  令和 ４ 年 ７ 月１５日 

２ 損 害 賠 償 額  ２，０８７，７１９円 

３ 相 手 方  市外在住者 

４ 事 故 の 概 要  令和４年１月２１日午後４時３５分頃、小田原厚木道路二宮 

インターチェンジ小田原方面の加速車線において一時停止してい

た相手方車両に、建築課職員が運転する公用車が後方から追突し、

これを破損させた。 
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報告第２５号 

   専決処分の報告について 

 市長の専決処分事項に関する条例（昭和４１年小田原市条例第３４号）の規定により、

次のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２

項の規定により、これを報告する。 

 

  令和 ４ 年 ９ 月 １ 日提出 

 

                   小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

   事故賠償について 

１ 専決処分年月日  令和 ４ 年 ８ 月１０日 

２ 損 害 賠 償 額  ８３８，５９５円 

３ 相 手 方  市外在住者 

４ 事 故 の 概 要  令和４年１月２１日午後４時３５分頃、小田原厚木道路二宮 

インターチェンジ小田原方面の加速車線において一時停止してい

た相手方車両に、建築課職員が運転する公用車が後方から追突し、

運転していた相手方を負傷させた。 


